
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

〈安倍官邸主導ではじまり、強行突破でその実現をねらう〉 

安倍内閣が提出をめざしている「働き方改革関連法案」の国会の予算委員会での質疑応答をめ

ぐり、労働時間の調査データで不備が発覚しています。野党が①法案の提出断念、②異常値が見

つかった労働時間調査の再実施を要求しています。 

しかし安倍は、今国会での「最重要法案」として裁量労働制の拡大対象と、専門職で年収の高

い人を労働時間規制から外す高度プロフェッショナル制度の施行時期を予定より 1 年先にするこ

とを検討というごまかしで突破して、法案成立をするつもりです。 

  

〈「働き方改革関連法案」は、雇用破壊政策である〉 

安倍首相は、2016年 6月に「１億国民総活躍社会」のもと、「働き方改革」の実現に向けて関係

閣僚と有識者（経団連、日商、連合など）で、「正規非正規雇用に関わらず均等待遇確保」のため

「同一労働同一賃金」「長時間労働の是正」を進めるとしました。安倍首相の掲げる「働き方改革」

とは、財界の意向を受けた規制緩和・規制撤廃としてあり雇用を破壊する政策を実行のための法

案です。 

2017年 3 月 28日、首相官邸で働き方改革実現会議の最終会議を開き「働き方改革実行計画」を

まとめました。厚生労働省はこれを受け 9月 15日、労働政策審議会の答申をもとに「働き方改革

を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」を発表しました。今年の 1月 22日の衆議

院で安倍首相は施政方針演説で力説しました。それは「『働き方改革』を断行します。子育て、介

護など様々な事情をかかえる皆さんが、意欲を持って働くことが出来る、誰もがその能力を発揮

できる、柔軟な労働制度へと抜本的に改革します。戦後の労働基準法制定以来、70 年ぶりの大改

革であります。長年議論だけが繰り返されてきた『同一労働同一賃金』。いよいよ実現の時が来ま

した。雇用形態による不合理な待遇改善を禁止し、『非正規』という言葉を、この国から一掃して

まいります。」と述べ、成長戦略そのものと言ってきました。規制緩和と資本家･財界にとって都

合のよい「働き方推進法案」にまとめたのです。 

 

〈働き方推進法案とは〉 

①雇用対策法改正、②労働基準法、③労働時間等設定改善法、④労働安全法、⑤パートタイマ

ー法、⑥労働契約法、⑦労働者派遣法、⑧じん肺法の８つの法律を一括改正するという形をとっ

ています。個別の審議を省略するという手法です。 

その中身は、(１)月 100 時間残業を容認する「残業上限規制」。時間外労働の上限を「2～6 ヶ月

平均で 80 時間以内」、繁忙期は「100 時間未満」として年間 720 時間としています。しかし休日

労働を含め工夫すれば年間 960時間まで可能というものです。 

労働時間は労働基準法 32 条で 1 日 8 時間、週 40 時間が決められています。例外として労働基

特集～働き方改革を斬る！ 

安倍「働き方改革関連法案」に反対し、

抗議の意志をぶっつけよう！ 

 



準法 36条があり、過半数労働組合等と協定を行なった場合は延長できるとなっています。現行法

では、例外の上限規制は決められていませんが、労働省告示で 1ヶ月 45時間、1 年 360時間が決

められています。改正案は月 80 時間という過労死ライン（労災認定基準）を上回るもので過労死

の合法化そのもので、長時間労働、過労死、ただ働きが横行の現実の歯止めにもなりません。(２)

裁量労働制の拡大、「特定高度専門業務・成果型労働制」（高度プロフェショナル制度）として、

新たな労働時間適用除外制度（脱時間給）を創設するとしています。裁量労働制の拡大では、現

在の管理職や営業職のかなりの部分に採用労働制を適用できるようにしています。これも事実上

は残業代ゼロを意味するものです。また、高度プロフェッショナル制度では、年収が一定額以上

（現状では 1075万円と言われている）で、専門的業務に携わる人を、「1 日 8時間、週 40時間以

上働かせてはならない」という罰則付きの労働基準法 32 条や休日･深夜労働の規制から適用除外

とします。いわゆる「残業ゼロ」法。1985 年に創設された労働者派遣法がその後どんどん規制緩

和された経過からも明らかですが、とにかく創設して、年収基準も経団連の言った年収 400 万円

以上に引き下げてくることは明らかです。とにもかくにも、創設することが目的なのです。(３)

「多様な働き方」に応じた「多様な賃金」を「同一労働同一賃金」という言い方で拡大し、差別

賃金を導入する。（４）「多様な就労形態」の普及。現行の正規・非正規というわけ方に加え、地

域限定正社員、有期契約社員、請負、業務委託、会社に出勤せず仕事をするテレワークの導入と

いった「非雇用型（労使関係なし）」の労働者の拡大、つまり雇用関係の破壊、重層的な差別的な

雇用構造をつくり出す。(５)全体を貫く、安倍のいう「働き方改革とは、経済成長を目的とした

手段」であり、イデオロギーとしての「労働生産性の向上」論の貫徹です。 

 

〈「働き方改革」の法制度のねらいの本質は〉 

最大の特徴は、労働時間という概念を消しさることです。労働者は労働力を売って自己を再生

産します。資本家は労働力を買うことによって剰余価値を得て、資本の拡大再生産を図ります。

その労働力の売買基準、つまり労働力の値段は、何時間働いたかという労働時間で決まります。

ところがこの法案が成立すると、1 日 8時間、週 40 時間労働時間制の例外である時間外労働（残

業）が「過労死の合法化」まで働かされることが常態となってしまうことになるのです。 

裁量労働制が拡大されると、現在の管理職や営業職のかなりの部分に対しては、事実上労働時

間の縛りがほとんどなくなると言っても過言ではありません。また、高度プロフェショナル制度

が創設されると、まず国が決めた労働分野については「残業代ゼロ」、つまり労働時間の縛りが完

全になくなります。スタートは年収 1075万円以上ですが、これは法で明記した額ではなく厚生労

働省令で定めます。また労働分野についても労働者派遣法にならって、次々と緩和していくこと

が予想されます。 

「多様な働き方」「多様な就労形態」の導入で、請負、業務委託、テレワークやフリーランスと

いった労働契約によらない「非雇用型」労働を拡大させていくのです。これら非雇用型の労働は、

これまで労働運動が闘いによって勝ち取ってきた労働者の諸権利を、労資関係･雇用関係でないと

することによって、適用対象外の存在とするのです。働くものの権利が剥奪され、労働基準法は

もちろん、憲法 28条、労働組合法の適用を除外する労働者を大量に生み出すことをねらっていま

す。 

 

〈安倍「働き方改革関連法案」を撤回・廃案にする闘いを！〉 

安倍自公政権は、「働き方改革関連法案」を今通常国会で 2018 年度予算が成立した後、提案・



審議することになっています。 

 

資本家・財界・大企業の意向を受けた「働かせ方」を推進する安倍自公政権は、国会での法案

の強行採決をめざしています。 

「働き方改革関連法」では、前項の本質で述べたように、労働法制度の根幹である労働時間法

制の解体、それは裁量労働制の適用拡大や高度プロフェッショナル制度創設から対象の拡大とし

て実行しようとしています。 

さらに、労働契約によらない「非雇用型」労働者の拡大もねらっています。短期的なスポット

ワーク、テレワークの導入、労働者の個人請負・個人事業主化など、雇用形態としての労働契約

そのもの廃止のさらなる拡大がそれです。 

そして、雇用関係を破壊することによって労働組合解体をもくろみ、闘う労働組合に関しては

解雇要件の規制緩和・金銭解決制度導入ももくろまれています。 

 

憲法で保障された労働三権を剥ぎ取る「働き方改革関連法案」を撤回させよう。そのためには

労働組合が反対の声をあげ、団結し闘う以外ありません。ごまかしの「残業の上限規制」、「非正

規という言葉をなくす」「同一労働同一賃金」等の安倍首相のねらいの本質を暴露しましょう。 

労働契約法 20 条をめぐる同一労働同一賃金の闘いが続いています。連帯労組長澤運輸、ハマキ

ョーレックス、東京東部労組メトロコマース、郵政産業労働者ユニオンの郵政非正規労働者の闘

いが続いています。関西ユニオンでも、先日、派遣会社が正社員に対しては通勤費を支給してい

ながら、派遣社員に対して通勤費を支給しないのは労働契約法 20 条に違反しているとして、大阪

地裁に提訴しました。 

これまでの労働契約法 20 条にかかる裁判所の判断は、一部認めるか敗訴です。正社員と非正規

との給与体系の格差（基本給、賞与、退職金）を容認し、いくつかの手当のみ不合理性を認める

というものであって、裁判闘争での限界も見え始めています。 

闘いの柱に労働時間は1日8時間・週40時間であること、そして時間外労働は例外であること、

過半数労組･代表者との協定が無ければ実行出来ないことを貫き、闘いの原則として連帯の輪を広

げましょう。 

安倍政権と対決姿勢を示すため、私たちは 3 月 18 日の春闘デモで、安倍のまやかしの「働き方

改革関連法案をつぶそう！」の声をあげます。組合の皆さんぜひ隊列に加わってください。 

                       （2018 年 2月 27日 書記長 仲村実） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～速報～ 

 日本経済新聞 3 月 1 日朝刊によれば、「安倍内閣は、今国会に提出する働き方改革関連法案に

盛り込む内容について、裁量労働制の拡大に関する部分を切り離す方針を決めた」とのことです。

いわゆるデータ偽装問題が国会でも追及される中で、無理押しできなくなったのでしょう。あく

まで当面「見送り」ということですから、まだまだ予断は許されないものの、とりあえず一つ押

し返したとは言えるでしょう。 



 

 

 

機関紙 40 号では大阪府労働委員会で不当労働行為認定の完全勝利を報告させていただきまし

た。今回の未払い残業代訴訟は、管理職に対し固定残業代を（私は部長で 3 万円）給料の一部と

して会社側が支払うことで、実質長時間労働を行っても残業代が請求できないようにしていたこ

とが納得できないとしてＩ弁護士にお願いし、2016 年 7 月に提訴しました。判決は 2018 年 2 月

2 日、満額支払い命令の完全な勝訴でした。 

私のエルラインでの日常勤務の状態は、休日は日曜日だけでお盆も正月も関係なく早朝 5 時ご

ろより 18 時くらいまでの勤務が当然で、最も長時間となったのは 3 時から 19 時の時もありまし

た。上司であった農端本部長は私に対し、固定給の管理職が長時間労働をしても残業代が掛から

ないから、経費節減の為に残業代が掛かる従業員の代わりに早朝から深夜まで関係なしに働くの

は当然として日頃から長時間労働をさせていました。 

 会社側は裁判で私を社内では管理監督者の地位にあるので残業代は発生しないと言い出しまし

た。私は今まで一度も会社から管理監督者であるとは聞いた事もありませんでしたし、会社は部

長職の私に、協力会社への支払いを月当たり 100 万円減らすために、突然トラックの運転業務特

化を命令していたのです。私がそれまで行って来た部長としての業務を全て取り上げて 1 年 5 カ

月も放置、私は精神的苦痛により不眠症を患い睡眠薬を常用するようになりました。安全面から

運転業務特化を継続できなくなった会社側は、「運転業務の間に元の部長の仕事は、部下が代わり

にやっているから私が戻るところは無くなった」として冷蔵倉庫で（肩書は部長でも）作業員を

現在もさせています。この件については、大阪府労働委員会が不当労働行為であると断定しまし

た。 

会社側は裁判で私が重要なポストにあり、特別な権限を有し、経営と一体的立場にある管理監

督者として祭り上げて抵抗しました。あまりにも実態とはかけ離れた準備書面の内容、あげくの

果てには課長以上は全員管理監督者などと証言し、あきれて憤りを感じていました。証人尋問で

は部下をも連れ出して 3 名もの証人が私を管理監督者であると主張しましたが、反対尋問でそれ

ぞれに同じ質問をしてもバラバラの証言をするなど裁判官も思わず首をかしげる場面もありまし

た。裁判官の和解勧告も会社側が拒否し判決を求めました。一体どこにそんな強気な態度が取れ

る理由があるのか全く解りませんでしたが、会社側は明らかに今回の争議の長期化を図っていま

す。不当労働行為の命令後に団交を行い命令の履行について聞きましたが、全ての履行を拒否し、

中労委に再審査申立を行いました。更に今回の判決に対しても控訴を決めており、会社側は 800

万もの供託金を出して強制執行の停止を行いました。 

これに対し組合側も今後更に労働組合としての権利を行使し、会社側への交渉を本格的に行い、

会社側の判断に誤りがあることを改めて知ってもらわなくてはなりません。 

そして一連の争議の首謀者農端本部長は絶対に許しません。 

 仲村書記長・Ａ執行委員・大橋さん、その他裁判所に足を運んでいただいた多くの組合員の皆

様、裁判官、Ｉ先生、私の味方になって頂いた全ての方々に対し心より感謝申し上げます、あり

がとうございました。 

今後も、争議の早期解決を目指しますので、どうか皆様のご支援頂を頂きます様、どうぞ宜し

くお願い申し上げます。  

 

エルライン事件、大阪地裁未払い残業訴訟、完全勝訴！！ 

組合員 Ｋ 



 

 

 

 

２０１８年２月２６日 

パントリー・ラッキー店長 

責任者各位 殿 

管理職ユニオン・関西 

執行委員長 北村庄司 

 

ご報告とお願い 

 

寒い日が続いております。 

皆様もご存じの通り、㈱エルラインと、当労働組合間で２０１５年１１月から労使紛争が続い

ております。（株）大近の中津社長は、㈱エルラインの取締役であり、この労働争議の実質的な決

定者であります。 

先般、大阪府労働委員会から不当労働行為（経営者がしてはいけない行為）救済申立事件「平

成２８年（不）第４号」及び「１７号」が、組合側の完全勝利として認定された命令書が交付さ

れました。そのことが新聞記事やネット上にも掲載されて、社会問題になっている事をお知らせ

しました。 

ところがエルラインはこの命令を履行せずに、中央労働委員会へ再審査申し立てを行いました。

反省と謝罪をして争議の早期解決をするという姿勢はまったく見られません。当組合の経験上、

大阪府労働委員会の結果が中央労働委員会で覆ることはあり得ません。 

 

労働争議の首謀者農端博之取締役本部長は、組合員へのパワハラとして運転業務に特化させた

時、配車係の者に対し管理職は固定給なので「何時間働かせても残業代がかからない」として長

時間の運転業務の指示を行い、月間１５０時間以上の残業を強要していました。 

当組合ではこの様な行為が行われていた証拠を固め、２０１６年７月大阪地方裁判所に未払い

残業代請求訴訟を行い、今年２月２日に判決が出ました。争点は組合員が管理監督者に当たるか

どうかでした。結果は、原告側組合員の完全勝訴、９４６万６，１６８円もの支払い命令が出て

います。エルラインはこの判決も不服として大阪高等裁判所に控訴を行い、労働争議は長期化し

ています。 

更に取引銀行への強制執行を恐れ、８００万もの供託金を供託しています。農端本部長は自分

の行った一連の不法･不当な行為に対し、反省のかけらもありません。 

通常は、労働委員会命令や裁判書の判決で負けた場合は、当事者は責任を問われるのが当たり

前ですが、決定権を持つ大近中津社長は不法行為を容認しているかのようです。 

当組合は、事実を皆様にお知らせし、エルライン及びグループ内から不法行為を改めて早期解

決を図る声が上がることを期待し、ご協力をお願いする次第であります。今後も憲法に定められ

た労働三権を最大限に活かしながら、農端本部長の責任追及と解任を求めていく所存です。 

未払い残業代請求訴訟の判決文抜粋を同封致しましたので、ご一読下さい。管理職ユニオン･関

西のホームページには、エルライン労働争議に関しての全容を掲載しておりますので、ぜひご覧

ください。 

以上 

 

 

以下の書面は、㈱エルライン関係者に対して、この間の経緯を説明するために

郵送したものです。 



 

 

 

 

 

派遣社員の場合、通勤費が支給されないのが大半です。しかし、派遣社員にとってはこれが大

問題。毎月 1 万円から 3 万程度も通勤費がかかってしまうケースも少なくありません。給料が額

面で月 20 万円だとしても、社会保険料等を差し引けば 17 万円弱。そこからさらに通勤費で 2 万

円ほどかかるとすれば、実質の手取りは 15 万円を切ってしまいます。そこで、関西ユニオンでは、

派遣労働ネットワーク・関西や派遣問題に取り組む弁護士グループと協力して、派遣社員の通勤

費問題を正面に据えて、提訴することとしました。勝利の見込みは十分あります。相手はリクル

ートスタッフィング。勝利判決となれば、波及効果は絶大です。是非ご注目を！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～労働契約法 20 条 派遣通勤費裁判～ 

2 月 7 日、大阪地裁に派遣通勤費支給を求めて提訴！ 



 

 

 

 

 

2 月 21 日、大阪地裁で郵政 20 条西日本裁判の判決が

出た。昨年 9 月の郵政 20 条東日本裁判東京地裁判決に

続くものである。この裁判は、郵政産業労働者ユニオン

の組合員 9 名が、正規雇用と非正規雇用の待遇の著しい

格差について、労働契約法 20 条に違反するとし、2014

年 6 月 30 日に提訴したものである。 

原告らは 8 つの手当と 2 つの休暇制度について格差是

正を求めていたが、大阪地裁はこの内、年末年始勤務手

当、住宅手当、扶養手当の損害を認めた。 

巨大国策企業であり、かつ最大の非正規雇用を抱えて

いる日本郵便株式会社で、裁判所が部分的とはいえ正規

雇用と非正規雇用の格差を不合理と断じたのである。そ

の影響は極めて大きい。以下、東京地裁判決と比較しつ

つ、判決内容について簡単に紹介しておく。 

 

※労働契約法 20 条 

有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容

である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の

使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働

者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合にお

いては、当該労働条件の相違は、①労働者の業務の内容

及び当該業務に伴う責任の程度（以下この条において「職務の内容」という。）、②当該職務の内

容及び配置の変更の範囲、③その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはなら

ない。 

 

１ 労働契約法 20 条適用の判断枠組み 

東京地裁判決 大阪地裁判決 

・労働条件の相違について、合理的な理由があ

ることまでは要求されない。したがって、労

働者が不合理性を基礎づける具体的事実に

ついて立証責任を負い、使用者が不合理との

評価を妨げる具体的事実について主張立証

責任を負う。 

・「労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責

・労働条件の相違について、合理的な理由があ

ることまでは要求されない。したがって、労

働者が不合理性を基礎づける具体的事実に

ついて立証責任を負い、使用者が不合理との

評価を妨げる具体的事実について主張立証

責任を負う。 

・労働契約法 20 条は、①「労働者の業務の内

郵政 20 条裁判 大阪地裁で勝利判決！ 



任の程度」、「当該職務の内容及び配置の変更

の範囲」、「その他の事情」を総合考慮して判

断。同条は、同一労働同一賃金の考え方を採

用したものではなく、有期契約労働者と無期

契約労働者との間で一定の賃金制度上の違

いがあることも許容している。 

・不合理性は、個々の労働条件ごとに判断する。 

容及び当該業務に伴う責任の程度」、②「当

該職務の内容及び配置の変更の範囲」、③「そ

の他の事情」を考慮要素として挙げている。

①及び②に関連する諸事情を幅広く総合考

慮して判断すべき。 

 

 

・不合理性は、個々の労働条件ごとに判断する。 

 

 

２ 原告らの比較対象とすべき正社員 

東京地裁判決 大阪地裁判決 

≪旧人事制度≫（2014 年 3 月 31 日まで） 

被告の正社員は、企画職群、一般職群（旧一般

職）及び技能職群の３つに分かれており、この

うち旧一般職は昇格昇任が予定されており、業

務上の都合又は緊急的な業務応援により、出向、

転籍又は就業場所若しくは担当する職務の変更

及び配置転換等が予定されている。比較すべき

正社員は、旧一般職とするのが相当。 

≪新人事制度≫（2014 年 4 月 1 日以降） 

 被告の正社員は、総合職、地域基幹職、及び

新一般職の各コースに分かれている。この内、

新一般職は、標準的な業務に従事し、上位級の

課長や郵便局長への昇任昇格は予定されておら

ず、配置転換も転居を伴わない範囲に限定され

ている。よって、原告ら契約社員と労働条件を

比較すべき正社員は、新一般職とするのが相当

である。 

 被告の正社員は、旧人事制度においては、旧

総合職と旧一般職とに区分して採用され、新人

事制度においては、入社時に新総合職、地域基

幹職及び新一般職の各コースに区分されてお

り、いずれの制度においても、上記採用区分及

び人事異動の範囲が異なっている上、原則とし

て上記区分は変更されないと認められる。本件

における原告らとの比較対照は、上記の採用区

分又はコースによって画定することが適当と言

うべきである。本件においては、旧人事制度に

おいては旧一般職全体、新人事制度においては

新一般職とを比較対照するのが相当。 

 

 

３ 各労働条件の相違の不合理性 

手当の種類 現状 東京地裁判決 大阪地裁判決 

外務業務手当 正社員：570～1420 円 × 不合理でない。 × 不合理でない。 

契約社員：無支給 

郵便外務業務精通手当 正社員：最低 5100 円 × 不当理でない × 不合理でない 

契約社員:無支給 



年末年始勤務手当 

 

 

正社員：支給有 

年末 3 日：1 日 4000 円 

年始 3 日：1 日 5000 円 

旧一般職→不合理 

新一般職→不合理 

損害は正社員と同額で

ない。（8 割） 

旧一般職→不合理 

新一般職→不合理 

損害は正社員と同額。

（10 割） 契約社員：無支給 

早出勤務等手当 正社員と比較すると契

約社員には定額支給。 

× 不合理でない。 × 不合理でない。 

祝日給 正社員：祝日勤務の場

合 135％支給。 

× 不合理でない。 × 不合理でない。 

契約社員：35％支給。 

夏期・年末手当 正社員：夏冬に基本給

1.5～1.7 程度。 

× 不合理でない。 × 不合理でない。 

契約社員：夏冬に基本

給 0.3～0.5 程度。 

住居手当 正社員：支給有 旧一般職→不合理でな

い。 

新一般職→不合理 

損害は正社員と同額で

ない。（6 割） 

旧一般職→不合理でな

い。 

新一般職→不合理 

損害は正社員と同額。

（10 割） 

契約社員：無支給 

扶養手当 正社員：支給有 

配偶者：1 万 2 千円 

子一人：3100 円 

等 

 旧一般職→不合理 

新一般職→不合理 

損害は正社員と同額。

（10 割） 

契約社員：支給なし 

夜間特別勤務手当  × 不合理でない。  

夏期冬期休暇 正社員 

夏期 3 日、冬期 3 日 

旧一般職→不合理 

新一般職→不合理 

判断せず 

契約社員：なし 

病気休暇 正社員：私傷病につき、

90日～180日等の有給

の病気休暇。 

旧一般職→不合理 

新一般職→不合理 

 

判断せず 

契約社員：無給の 10

日の病気休暇。 

 

 

４ 労働契約法 20 条の効力 

東京地裁判決 大阪地裁判決 

不法行為が成立。同条に反する労働条件の定め

は無効。 

不法行為が成立。同条に反する労働条件の定め

は無効。 

補充的効力はない。→有期契約労働者の労働条 補充的効力はない。→有期契約労働者の労働条



件が無期契約労働者の労働条件によって自動

的に代替されることはない。無効とされた労働

条件の不合理性の解消は、①人事制度全体との

整合性を念頭に置きながら、②昇任昇格経路や

配置転換等の範囲の違いなどを考慮しつつ、③

従前の労使交渉の経緯も踏まえた労使間の個

別的あるいは集団的な交渉の結果も踏まえて、

決定。 

件が無期契約労働者の労働条件によって自動

的に代替されることはない。無効とされた労働

条件を、不合理と認められない範囲においてど

のように補充するかという点については、①人

事制度全体との整合性を考慮した上、②労使間

の個別的あるいは集団的な交渉に委ねられる

べき。 

就業規則、給与規定等の合理的解釈の結果、有

期契約労働者に対して、無期契約労働者の労働

条件を定めた就業規則、給与規定等の規定を提

供しうる場合には、合理的解釈を通じて正社員

の労働条件を適用する余地がある。 

就業規則、労働協約、労働契約等の規定の合理

的解釈の結果、有期契約労働者に対して、無期

契約労働者の労働条件を定めた就業規則、労働

協約、労働契約等の規定を適用しうる場合に

は、合理的解釈を通じて正社員の労働条件を適

用する余地がある。 

 

 

５ 損害 

東京地裁判決 大阪地裁判決 

労働契約法 20 条違反となる労働条件には、

（ア）無期契約労働者と同一内容でないことを

もって直ちに不合理であると認められる労働

条件と、（イ）無期契約労働者と同一内容の労

働条件でないことをもって直ちに不合理であ

るとまでは認められないが、有期契約労働者に

対して当該労働条件が全く付与されていない

こと、又は付与されているものの、給付の質及

び量の差異の程度が大きいことによって不合

理であると認められるものがある。 

原告らに対して年末年始手当、住居手当及び扶

養手当又はそれらに相当する手当等が支給さ

れておらず、これらが支給されていないこと自

体が不合理であり、不法行為を構成すると認め

られる。 

（ア）の場合、不法行為における損害の算定に

おいては、無期契約労働者に対する手当等との

差額全額を損害として認めるべき。 

正社員と同等の条件で支給された場合におけ

る支給額に相当する損害が生じたと認めるの

が相当。 

（イ）の場合、①人事制度全体との整合性を念

頭に置きながら、②昇任昇格経路や配置転換等

の範囲の違いなどを考慮しつつ、③従前の労使

交渉の経緯も踏まえた労使間の個別的あるい

は集団的な交渉の結果も踏まえて不合理とな

らない限度の労働条件を決定。その上で、差額

を損害として認めるべき。 

 

①年末年始手当→正社員に対する支給額の 8 ①年末年始手当→正社員に対する支給額の 10



割 

②住居手当→正社員に対する支給額の 6 割 

割 

②住居手当→正社員に対する支給額の 10 割 

③扶養手当→正社員に対する支給額の 10 割 

 

 以上の通り、東京地裁判決と比較しても、「正社員と同等の条件で支給された場合における支給

額に相当する損害が生じたと認めるのが相当」としている点は一歩前進である。そして、大阪地

裁判決が不合理性を認めた諸手当については、多くの会社でも正社員には支給しながら契約社員

等には支給していないのが現状であるから、団体交渉等で大いに活用すべきである。原告となっ

た労働者は無論のこと、原告を支え続けた郵政産業労働者ユニオンや弁護団の尽力の末に勝ち取

った判決であり、その成果をさらに広げて行く努力をすることが必要だと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郵政 20 裁判は 2 月 21 日大阪地方裁判所で判決があり、東京地裁判決に続いて、年末年始手当

などを期間雇用社員に支給しないのは違法と判断し、日本郵便に対して手当を認めるように命じ

ました。提訴から 3 年 8 ヶ月かかりましたが、ようやく地裁判決までたどり着いた感じです。 

もう何回も機関紙でも書かせてもらいましたが郵便の特に集配作業は本当にきつい仕事です。

なかなか今の人手不足では人が集まりません。しかし、現場の管理者は、人が集まらないのは、

社員の仕事の仕方に問題があるからだと、言い放ち、更に求職者に問題があるとも言います。 

日本郵便という所は自分たちの国があり、自分たちが法律だと経営者たちは思っています。裁

判所に対してもたかが地裁ごときと考え最高裁で勝てばすべてが良いと考えています。裁判でも、

当社はユニバーサルサービスが義務づけられた特殊な企業のため、法律の適用外であると何回も

主張しましたが、退けられました。また正社員は定年まで働いてもらうために手当はインセンテ

ィブに当たると、期間雇用社員はいくら長く働いていたとしても、６ヶ月の有期雇用を更新して

いるだけなので、例え結婚していて、家族がいても扶養手当や住宅手当などの手当も必要は無い

と言いましたが、これもまた退けられました。今回の判決は今後の高裁に向けての足がガリにな

ると思います、今後私も団体交渉では、かならずこの裁判の事を議題に挙げていきたいと思いま

す。これからもよろしくお願いします。 

 

 

大阪地裁に駆けつけ、応援！ 
ＫＵ 執行委員 Ｇ 



 

 

 

 

歴史は時として劇的な演出を好む。その日、明治三十八年、大みそかの午後、新橋駅中央コンコオス

の屋根の下で、多数の歴史的人物が、本人たちはそれと気づかず一堂に会していた。 

漱石がぶつかったのは、安重根という人物で、また漱石の本を拾い集めてくれた若い陸軍少尉の名

は東条英機といった。（第一巻『坊ちゃんの時代』より） 

夏目漱石（夏目金之助）１８６７～１９１６ ちなみに明治時代は１８６８年～１９１２年 

小説家・評論家・英文学者、代表作は「我輩は猫である」「坊ちゃん」「草枕」他多数。 

その日（明治二十一年九月某日）、長谷川辰之助（二葉亭四迷）はふたりの女性から、それぞれ奇妙

な頼みごとを引き受ける破目になった。 

エリス・バイゲルトはその手紙を千住の森林太郎（森鷗外）宅まで届けてくれといった。 

また神田橋のたもとで、彼に愛犬を託したのは樋口夏子（樋口一葉）という十六歳の少女であった。

（第二巻『秋の舞姫』より） 

『智（ち）に働けば角（かど）が立つ。情（じょう）に棹（さお）させば流される。意地を通（とお）せば窮屈

（きゅうくつ）だ。兎角（とかく）に人の世は住みにくい』 全く同感也。 

明治四十二年三月六日は土曜日だった。石川一（石川啄木）は、「パンの会」に出席するため路面電

車に乗り神田須田町から両国橋へ向かった。車中、平塚明子（平塚らいてう）と長沼智恵子に会う。長沼

智恵子は後に、高村光太郎と結婚する。「パンの会」で村山槐多（十三歳）から似顔絵を進呈される。（第

三巻『かの蒼空に』より） 

日清日露戦間期の明治三十年代、産業革命は急進し、近代日本はその相貌を大きく変えた。産業革

命は貧富の懸隔をはじめ、社会秩序の歪みをもたらした。同時に産業革命は悪性の公害をも日本に呼

び込んだ。 

「直訴状を私に代筆せよと？」 

「あなたの文才を見込んで正造命を賭してお頼み申す」 

「・・・直訴状を書くとなれば、私、幸徳も不敬罪は免れますまい」 

明治三十四年十二月十日、秋水が草した直訴状を持った田中正造は、日比谷交差点で第十六国会

開院式帰りの明治帝の馬車に走り寄った。（第四巻『明治流星雨』より） 

明治三十七年六月、本郷区千駄木の漱石邸に一匹の黒い

仔猫が入りこんできた。 

朝は飯櫃の上、昼は縁側、夜は子供のふとんのなかで眠っ

た。 

明治三十七年の秋、出入りの按摩に「ごらんなさい。足の裏

まで黒い。これは古典にいう瑞猫、福猫に相違ございません」

と言われた。この『名前のない猫』は、書斎の文机に上り、漱

石が執筆する万年筆のペン先の動きを見つめていたという。 

 

「坊ちゃんの時代」全５冊、組合事務所の書架にあります。 

 

 

～名著紹介～ 

 『坊ちゃんの時代』 谷口ジロー・関川夏央  全５巻 双

葉社 

執行委員 Ｏ 

Ｏ 



 

 

 

 

2 月に入ってからアメリカ株式の下落が続いていましたが、

私の今回の旅はそんな不安のなか、2 月 8 日から 6 日間ラス

ベガスからペイジ、グランドキャニオン、セドナ、再びラス

ベガスへと回るものでした。ゴルディロックス相場が転機を

暴落が始まるなどとのストラテジストの見方も出る中、私は

アクティブな投資家の買い場になるとみていました。その後

の展開は今のところ予想通りです。 

さて 18 年ぶりの USA は入国審査はすごく厳しくなっていました。ESTA を取得して来てるの

にボディーチェックやら何やらで時間がかかりました。質素で飾りっ気のないロサンジェルス空

港。仁川や香港を見慣れている私には 9 つもターミナルも持つ大規模な空港なのにと残念な思い

がします。国内線は初めてですが、LA からラスベガスまではくつろいだ雰囲気で延々と続く低山

からなる砂漠地帯を眺めながらの 40 分のフライトでした。初めてのラスベガス。空港からしてス

ロットマシンが置いてあるなんて、LA 空港とは違って商業主義丸出し。バスで空港からすぐのス

トリップの端のサーカスサーカスホテルにチェックインしました。ストリップのフォーコーナー

からも近いルクソールホテルのバイキングを楽しんだ後、元モルモン教宣教師だった名ガイド、

ネイトさんの案内でナイトツアー。フォーコーナーの一角パリス・ラスベガス、ベラッジオ、噴

水ショウーを観たあとダウンタウンのフリーモントストリート（写真）を散策して、ストラトス

フィアタワーに登りました。ツアー解散後も有志 4 人で非日常の極み、超高級ホテルウィンラス

ベガス＆アンコールを見学して帰りました。ラスベガスの街はマカオやマニラのカジノと違って

家族連れが多くて、カジノはどのホテルにもありますが、子供向けのアトラクションみたいなの

もあってテーマパークのような楽しみ方もできそうです。また滞在そのものを楽しむカジノのな

いリゾートホテルもできています。もはやギャンブルだけの街ではありません。 

 私はカジノに連れて行ってもらっても横で見学しているだけです。株式投資とか組合活動が十

分ギャンブルですから（笑）、ギャンブルで運を消耗してはいけないんです。 

 2 日目からはバスでネバダ、アリゾナ両州の砂漠のフリーウェイを走

り続ける旅。コロラド川が蛇行してできた絶景ホーシューベント（写真）

カラー写真でないと美しさが伝わりませんので掲載しませんが、アンテ

ロープキャニオンを観て、ユタ州との州境にあるペイジのトラベロッ

ジ・ペイジ（レンタカーで旅行される方にはリーズナブルなモーテルで

すよ）に泊まりました。田舎なので夜は星がとてもきれい。近くのスー

パーでお買い物。おせんべいとかスナック類が豊富。ここでも「タック

スガイド」と題したムック本を買ってしまうところが仕事が頭から離れ

ない私。18 年前に USA に来たのが CPA の資格試験の受験のためだっ

たから、まあ今でも懲りないわけですよね。そうだ、帰国したら確定申

告の準備が待ってるぞ。ウアアー帰りたくないよ～！！ 

 次回はこの続きグランドキャニオン・・ お楽しみに！ 

 

Mr.K のあれこれエッセイ第 29 回 

USA ラスベガスとアリゾナの旅 

 



 

 

 

 今回は特別企画。ローカル線をひたすら乗り継ぎ、ビール片

手に歓談しつつ、車窓の風景を楽しむという趣向。 

遊歩会のメタボ7人組プラス1名の計8名が旅の楽しみであ

る駅弁を購入し、大阪駅より京都線・琵琶湖線で草津駅へと向

かった。そして、草津駅で甲賀忍者の絵がラッピングされた草

津線に乗り換え、柘植駅へ。途中、信楽高原鉄道の分岐点であ

る貴生川から忍者の里甲賀を通過し、徳川家康の伊賀越えを支

えた柘植氏の拠点のある柘植駅で関西線に乗り換え、梅林で名高い月ヶ瀬から加茂に向かったの

である。関西線も伊賀忍者の車内装飾とラッピングがなされた 1 両編成のなかなか趣のあるディ

ーゼルカーであった。 

 さて、リーダーＯ氏らメタボ 7 人組は、さすがに乗客の多い京都線・琵琶湖線では控えていた

が、草津線に乗り帰るともう我慢できなくなり、プシュ、プシュ、と缶ビールを開ける音が静寂

な社内に響きだした。彼らの目的はそもそも駅弁と車内宴会。二府四県は口実に過ぎない。宴会

が最高潮に達したのが関西線。加茂から大和路快速で奈良に向かっている時だった。ひとこと言

わせていただくが、電車は宴会場ではない。もちろん、他の乗

客もいる。それにもかかわらず、リーダーＯ氏は恥も外聞もか

なぐり捨て、周りの迷惑も顧みず、テンヤワンヤと宴会に没頭。

良識派のＯＨ氏はこの集団から何とか距離を取ろうと、一人静

かに車窓の風景を眺めていたが、リーダーＯ氏はそれも許さな

い様子。ＯＨ氏はもはや限界と奈良で離脱したのであった。 

メタボ 7 人組は奈良から奈良盆地をゆっくり走る万葉まほろば線に乗り換え、以前遊歩会で訪

れた山の辺の道や三輪山を横目に見ながら、和歌山線との乗り継ぎ駅である高田駅に到着。ここ

から葛城山、金剛山の裏側を走り、富有柿で有名な五条を通り、組合とも縁の深い高野山の出発

地・橋本を過ぎた。そこから少し先に進むと、「あら川の桃」で有名なあら川の郷。桃の花の季節

であれば、これが桃源郷と思える風景を楽しめたであろう。メタボ 7 人組は、そこを過ぎ、夕日

の沈む紀ノ川を渡り、4 時半頃和歌山駅に無事到着。和歌山駅から紀州路快速で天王寺・大阪を

目指した。そして、今回の旅の終着駅である福島駅で 120 円の切符にはさみを入れてもらい、記

念スタンプを押してもらい、大阪府、京都府、滋賀県、三重県、奈良県、和歌山県、全行程 345

キロを走破したのである。 

 ちなみに、和歌山線では、アルコールも入り声高にもなったため、周囲の乗客は近寄らなくな

ったそうである。リー ダーＯ氏は、「リュック姿で日

本のローカル線を楽 しんでいるインバウンドの人

と見られ、他の乗客は 我々の席近くに近づかず、地方

の方々と交流が出来 なかったことが心残りであっ

た。」等と感想を述べ ているが、そんな綺麗なもので

あるはずはない。その 場の情景については、読者の皆

さんの想像に任せた い。 

（文責：リーダーＯ氏、加筆修正：ＯＨ） 

メタボ解消！ 遊歩会ハイキング 

120 円で行く二府四県ローカル線の旅 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新入組合員学習会 
入門編では、労働者はどんな権利を持っているのか？ 労働組合はどんな権利を持ってい

て、何ができるのか？ 団体交渉の進め方など、さしあたりすぐに知っておいた方が良いこと

を中心にレクチャーします。応用編では、職場での組合活動、労働条件改善、不当労働行為な

どについてレクチャーする予定です。新入組合員の皆さんはもちろん、そうでない方もどんど

んご参加ください！ 

新入組合員学習会（入門編） 3 月 10 日（土）14 時～ ＠組合事務所 

新入組合員学習会（中級編） 3 月 23 日（金）19 時～ ＠組合事務所 

 

 

おおさかユニオンネット春闘集会 
3 月 14 日（水） 終日（途中参加・途中離脱可能） 

大阪では、活発に労働運動を展開している組合が互いに協力し、労使紛争の解決や労働条件

の向上などに取り組んできた伝統があります。春闘行動では、多くの組合が協力して、悪質な

会社に対して抗議行動を行い、プレッシャーをかけます。是非、ご参加ください。 

当日は終日行動が入ると思いますが、途中参加や途中離脱も可能です。是非、ご参加くださ

い。参加していただける方は、組合までご連絡お願いします。当日の行動の詳細をお伝えしま

す。 

産業カウンセラー上田さんのメンタルヘルス相談受付 
（予約が必要です） 

日時 3 月 13 日（火）午後 3 時～5 時  ユニオン事務所 

3 月 27 日（火）午後 3 時～5 時  ユニオン事務所 

※相談をご希望の方は、事前に組合事務所（06-6881-0781）まで申し込んでください。希望者

が多い場合は、先送りになりますのでご了承ください。 

シニアグループ学習会 
今回はまさしくシニアグループならではの企画。こんな企画は、他の労働組合ではまずあり

ません。 

日時：3 月 3 日（土）15 時～  ＠組合事務所にて 

内容：さあ、いよいよ「終活」だ！ 

なお、学習したことをすぐに、そして有効に活用していただけるように、学習会後の懇親会

ではたっぷりアルコールを摂取していただくことも計画しています。まさに一挙両得、至れり

尽くせりの企画。是非、ご参加を！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

映画を観よう！（連帯ユニオンクラフト支部との合同企画） 

①「ベトナム脱走兵」（ドキュメンタリーフィルム） 

②「オキュパイ・ベーカリー」（監督 : レイチェル・リアーズ、ロビン・ブロチュニック 

2014 年 アメリカ） 

3 月 24 日（土）15 時～ ＠組合事務所 

≪ベトナム脱走兵≫ 

 ベトナム戦争では、日本が米軍の兵站基地となっていて、戦争で傷ついた米兵や休暇中の米

兵等が多数いました。その中で、二度と戦場に戻りたくないと軍隊から脱走する米兵もいまし

た。そして、「ベトナムに平和を！ 市民連合」という市民団体が中心となって、ベトナム脱

走兵をかくまう取組みもありました。このフィルムは、実際にベトナム脱走兵をかくまった小

山さんという方が撮影したものです。当日は、小山さんご本人にも来ていただき、解説をお願

いする予定です。是非、ご参加ください。 

≪オキュパイ・ベーカリー≫ 

ドキュメンタリー映画『オキュパイ・ベーカリー』はニューヨークのベーカリー店で苦しん

でいるメキシコ移民労働者の話です。在留資格のない労働者という不安定な立場のために、経

営者から搾取されつづけたメキシコからの移民労働者らは、ついに職場で権利と尊厳のために

立ち上がりました。それは、怒りと涙、仲間の温かさと裏切りが織り交ざったドラマでした。

職場の不条理に対して「我慢も限界だ」と声を上げ、団結して権利のために決起した姿は、日

本のはたらく人々に希望と勇気を与えてくれるでしょう。このたたかいは、いまアメリカで広

がる「ファストフード労働者による最低賃金引き上げキャンペーン」のはしりとなったたたか

いでもありました。是非、ご参加ください。 

毎年恒例！ 関西クラフト支部との合同花見！ 
今年の冬は異様とも言える寒波で凍える毎日を過ごしてきましたが、ようやく春の陽射しが

感じられるようになりました。さて、いよいよ花見の季節です。もう 3 回目か 4 回目となりま

すが、今年も関西クラフト支部と合同で花見を行いたいと考えています。是非、ご参加を！ 

日時：3 月 31 日（土）午後（詳細は、組合までお問い合わせください） 

場所：大川沿い桜ノ宮野球場南側公園（組合事務所から徒歩 15 分） 

参加費：1000 円 

要予約：飲み物や軽食の準備がありますので、事前予約が必要です。参加される方は、組合

までご連絡を！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年恒例 春闘御堂筋デモにご参加を！ 
日時：3月 18日（日）午後 1時集合、2時デモ出発 

場所：中之島公園駅前広場（中央公会堂東側の公園） 

デモコース：大阪市役所前から御堂筋を南下し、難波で解散 

 今年は、管理職ユニオ 

ン・関西と関西ユニオン 

でも、できる限り春闘に 

取り組みたいと考えてい 

ます。集会では、各職場 

での春闘の成果や経過報 

告をしていただく予定で 

す。年に一度の春闘デモ 

です。組合員の皆さんは 

こぞってご参加お願いし 

ます。 

 

 

 

 

 

 

～メタボ解消！ 遊歩会～ 

秀吉の埋蔵金伝説の郷と多田銀銅山を訪ねる 
 多田銅山は、古くは天平時代に開かれ、算出した銅が奈良の大仏鋳造にも使われたとも言わ

れています。秀吉が活躍する頃になると銀の算出もするようになり、秀吉の直轄領になりまし

た。秀吉が地下奥深くの鉱脈を隠匿し将来の蓄財に備えた為であるとする、いわゆる埋蔵金説

もあります。是非、ご参加を！ 

日時：3 月 11 日（日）10 時 場所：日生中央駅改札集合 

 

～遊歩会 4 月企画～ 

花の吉野に遊ぶ（予定） 
日時： 4 月 15 日（日）9 時 場所:近鉄阿部野橋駅西改札口前 

派遣通勤費裁判 第 1 回弁論 
日時：3 月 14 日（水）15 時～ 場所：大阪地裁 

 いよいよ派遣通勤費裁判が始まります。次が第 1回目。原告の意見陳述も予定しています。

是非、ご参加ください！ 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%8B%E8%94%B5%E9%87%91

